
令和６年６月から適用 

 

 

 

 

 

初回加算 

新規に介護予防訪問介護計画を作成し、初回の介護予防訪問介護サービスと同月内にサービス提供責任者が

サービスを提供した場合は又は他の訪問介護員に同行した場合２００円加算になります。 

 

生活機能向上連携加算 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理

学療法士等」という。）が、指定訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行し、当該理

学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計

画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った

ときには、初回の当該訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数１００円が加

算になります。 

 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員処遇改善加算は所定単位数の１０００分の２２４に相当する単位数が加算されます。 

 

ご利用者の負担金額 
※厚生労働大臣が定める基準による訪問介護のご利用者負担の金額です。 

 

サービス名称 サービスの内容 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

訪問型サービスⅠ 
週１回程度の訪問型サービスが必

要とされた者 
１,１７６円／月 ２,３５２円／月 ３,５２８円／月 

訪問型サービスⅡ 
週２回程度の訪問型サービスが必

要とされた者 
２,３４９円／月 ４,６９８円／月 ７,０４７円／月 

訪問型サービスⅢ 
週２回を超える程度の訪問型サー

ビスが必要とされた者 
３,７２７円／月 ７,４５４円／月 １１,１８１円／月 

介護予防訪問介護サービスご利用者負担金額（要支援１・２の方） 

重要事項説明書別紙① 


